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緑が丘小学校いじめ防止基本方針

学校教育目標 豊かな心をもち 自ら学ぶ 心身ともにたくましい 綠っ子

学校評議委員会 【心の教育推進委員会】 市教育委員会
地域子ども会 （目的） （SC・SSW）
児童委員 児童の生活実態を把握し，いじめ等の問題の早期発見に 奄美警察署
集落区長 努め，学校全体での指導・支援について協議し，心身共に 児童相談所
スポーツ少年団 健全に過ごせる環境つくりを行う。 大島養護学校
育成会 （組織構成）
校区青少協 校長・教頭・生徒指導係・各担任・養護教諭・事務職員

その他必要に応じた関係者

教育活動の重点 【いじめの防止】 生徒指導体制充実
・教職員の取組：意図的・計画的な道徳授業等の充実

・あいさつ運動 ・児童の取組 ：諸問題を児童会で取り上げ，話し合わせる。 ・月別生活目標の
の徹底 ・保護者の取組：早寝・早起き・朝ご飯，家族のふれあい 実践と反省

・道徳指導の深 ・心の教育推進委
化，一日徳績 員会の充実

・人権感覚の涵 ・キャリア教育で
養 【いじめの早期発見】 主体的な生活

・すこやかプロ ・教職員の取組：心の教育推進委員会での報告と共通理解。 ・師弟同行で信頼
グラムの実施 ・児童の取組 ：いじめと感じたらすぐ先生に連絡する。 関係の確立

・評価・賞賛の ・保護者の取組：家族のふれあいをし，不審点を学校へ連絡。 ・児童理解を元と
日常化 した学級経営

・授業の充実 ・日常的生徒指導
・教育相談の充 ・個に応じた支援
実 【いじめに対する措置】※「問題行動対応マニュアル」参照 計画

・コミュニケー ・教職員の取組：児童及び全体への指導。保護者・市教委と ・特別支援教育と
ション能力の の連携。 の連携
育成 ・児童の取組 ：児童会で具体的な取組を話し合い，行動す ・保護者面談の充

・児童会活動の る。 実
向上 ・保護者の取組：児童の保護，励まし。

【年間計画】
月 計画等 職員研修・授業及び具体的取組み
・学級経営案の確立 ○いじめ問題に関する内容を扱う学級活動や道徳の授業

４ ・いじめ問題を考える週間 ○生徒指導に関する研修
・職員研修 ・「学校楽しぃーと」の活用について等
・家庭訪問 ○保護者との連携

５ ・「学校楽しぃーと」実施 ○「学校楽しぃーと」の実施と分析
６
７ ・教育相談旬間 ○全児童を対象とした保護者との教育相談
８ ○個人カルテ記入（１学期分）
９ ・いじめ問題を考える週間 ○生徒指導に関する事例研修
・職員研修

10 ・校内就学指導委員会 ○「学校楽しぃーと」の実施と分析
・「学校楽しぃーと」実施

11
12 ・人権週間 ○人権同和教育に関する研修

・直接教材を扱った人権同和教育に関する研究授業
・授業参観 ○授業参観にて人権に関する道徳授業実施

○個人カルテ記入（２学期分）
１
２ ・次年度計画作成 ○教育課程見直し
３ ・次年度への引き継ぎ ○個人カルテ整理・引き継ぎ資料作成


